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ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
み
な

さ
ん
が
「
上
勝
の
宝
」
で
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
上
勝
の
地
で
育
っ
た
こ
と
、
体
験
し
た
こ

と
、
仲
間
と
の
思
い
出
を
「
自
分
の
宝
」
と

し
て
、
好
き
な
こ
と
、
や
っ
て
み
た
い
こ
と

に
「
挑
戦
」
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
周
囲

を
「
元
気
・
や
る
気
・
笑
顔
」
に
で
き
る
人

に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
あ
、
素
晴
ら
し
い
未
来
が
み
な
さ
ん
を

待
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
新
た
な
る
ス

テ
ー
ジ
で
の
活
躍
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

上
勝
小
学
校
長　
　

日
野
出　

英
樹

　

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

強
い
絆
で
結
ば
れ
た
８
名
の
み
な
さ
ん
の

前
途
洋
々
の
門
出
を
心
よ
り
お
祝
い
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
物
事
に
対
し
て
実
直
に
一
生

懸
命
に
取
り
組
む
そ
の
姿
勢
は
本
当
に
素
晴

ら
し
い
で
す
。
そ
し
て
、
み
な
さ
ん
の
人
と

し
て
の
根
っ
こ
の
部
分
は
、
こ
の
ふ
る
さ
と

上
勝
で
し
っ
か
り
と
培
わ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
こ
と
に
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
、
こ
れ

か
ら
の
進
路
先
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

上
勝
中
学
校
長　
　

吉
田　

勝
重

卒業生代表 答辞

在校生の顔写真のアーチでお見送り 卒業証書授与式を終えて

新型コロナウイルスの影響で今年の式場は多目的室

上勝中学校を巣立つ８名の卒業生卒業生代表 答辞



　

３
月
18
日
に
、
高
齢
者
叙
勲
の
伝
達
式
が
徳
島

県
庁
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

本
町
か
ら
は
田
村
憲
一
氏
（
旭
）
が
地
方
自
治

功
労
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
旭
日
単
光
章

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
村
氏
は
昭
和
47
年
１
月
か
ら
昭
和
58
年
12
月

ま
で
の
通
算
12
年
間
に
わ
た
り
町
議
会
議
員
に
在

職
さ
れ
、
ま
た
民
生
・
児
童
委
員
や
町
監
査
委
員

な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
地
方
自
治
の
発
展
や
住
民

福
祉
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
受
章
さ
れ
た
高
齢
者
叙
勲
は
、
国
家
ま
た

は
公
共
に
対
し
功
労
の
あ
っ
た
功
労
者
の
う
ち
88

歳
に
な
っ
た
者
を
春
秋
叙
勲
と
は
別
に
叙
勲
す
る

も
の
で
、
各
省
庁
の
大
臣
等
か
ら
内
閣
総
理
大
臣

に
候
補
者
が
推
薦
さ
れ
、
賞
勲
局
で
審
査
を
行
い
、

閣
議
決
定
の
う
え
裁
可
を
得
て
発
令
さ
れ
る
叙
勲

で
す
。 

（
総
務
課
）

　本年度は３名の方に、町長より功労表彰並びに善行表彰が授与されました。心よりお慶び申し
上げますとともに、今後も本町発展のためにご指導を賜りますようお願い申し上げます。（総務課）

徳
島

自
治

光
章

12
月

に
在

委
員

住
民

ま
た

ち
88

す
る

大
臣

行
い
、

叙
勲課）

年度度度は３は３ははは 名の方に、町長より功労表彰並びに善行表彰が授与されました。心よりりお慶お慶お慶おお び
まますまま とともに、今、今後も後 本町本町発展発展のためにご指指導を導 賜り賜 ますようお願願い申申し上げます。。（総総総総総（総

令和元年度 上勝町表彰について

〈功労表彰〉
　町議会議員として通算20年在
職し、地方自治の発展に貢献さ
れました。

〈善行表彰〉
　高齢者福祉の推進、ふるさと創生事業の振興のため多額の金員
をご寄付いただきました。

多田　和幸  氏（生実）

田村　憲一  氏（旭）

植本　恭臣  氏（美波町） 本田　文男  氏（小松島市）

理事長賞を受賞した山住音寧さんのポスター

　12月1日、徳島県立人権教育啓発推進
センター主催による、2019年度「人権
に関する児童生徒の作品」の表彰式お
よび発表会が行われ、上勝小学校１年
山住音寧さんが、「標語ポスター」部門
において理事長賞を受賞しました。 

（上勝小学校）

山住音寧さん
理事長賞受賞！

やま ずみ ね ね



　平成31年中（平成31年１月１日～令和元年12月31日）の 申告期間について、当初は令和
２年２月17日～３月16日までを予定しておりましたが、令和２年３月17日（火）～４月16日
（木）まで申告期間を延長します。
　受付場所は、役場税務課で行います。

【お問い合わせ】　税務課　☎46-0111　IP050-3438-8071

個人住民税申告の期間延長について

　

こ
の
た
び
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改

選
が
行
わ
れ
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以

降
の
役
員
体
制
が
次
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
。

　

西
団
長
以
下
、
新
し
い
体
制
で
引
き

続
き
消
防
団
活
動
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
住
民
の
皆
さ
ま
の
ご
支
援
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
上
勝
町
消
防
団 

新
役
員
体
制

　
（
敬
称
略
）

　

本　
　

団　

団　

長　

西　
　

 

利 

一

　

本　
　

団　

副
団
長　

柳 

瀬　

武 

志

　

本　
　

団　

副
団
長　

谷 

口　

憲 

宏

　

本　
　

団　

副
団
長　

高 

橋　

敬 

治

　

福
川
分
団　

分
団
長　

田 

村　

善 

秀

　

藤
川
分
団　

分
団
長　

藤 

井　

孝 

司

　

傍
示
分
団　

分
団
長　

針 

木　

孝 

明

　

福
原
分
団　

分
団
長　

山 

西　

美 

弘

　

生
実
分
団　

分
団
長　

殿 

川　

孝 

昭

　

旭
分
団　

分
団
長　

柿 

田　

雅 

史

（
総
務
課
）

上
勝
町
消
防
団

新
役
員
体
制
の

　
　
　

   

お
知
ら
せ

令
和
２
年
４
月
１
日
付

（　
 

）
内
は
前
任

参
事
兼
総
務
課
長細

束　

仁
美

（
総
務
課
長
）

企
画
環
境
課
長

吉
積　

弘
成

（
産
業
課
長
）

産
業
課
長　
　

井
本　

直
幸

（
教
育
委
員
会
事
務
局
長
兼
支
所
長
）

教
育
委
員
会
事
務
局
長

兼
支
所
長　
　

傍
示　

佳
孝

（
企
画
環
境
課
長
）

企
画
環
境
課
主
幹久

保　

昌
弘

（
総
務
課
主
幹
）

総
務
課
課
長
補
佐佐

々
木
紀
之

（
産
業
課
課
長
補
佐
）

総
務
課
課
長
補
佐清

田　

祐
志

（
総
務
課
係
長
）

税
務
課
課
長
補
佐山

口　

陽
子

（
総
務
課
課
長
補
佐
）

税
務
課
課
長
補
佐長

木　

孝
浩

（
税
務
課
係
長
）

産
業
課
課
長
補
佐泉

原　

英
和

（
産
業
課
係
長
）

建
設
課
課
長
補
佐久

米　

繁
樹

（
建
設
課
係
長
）

支
所
兼
教
育
委
員
会
局
長
補
佐

長
木　

純
枝

（
住
民
課
課
長
補
佐
）

産
業
課
係
長

佐
々
木
ゆ
か
り

（
支
所
係
長
兼
教
育
委
員
会
係
長
）

住
民
課
主
事　

山
城
真
季
子

（
建
設
課
主
事
）

住
民
課
保
健
師

立
川　

拓
也

（
住
民
課
保
健
師
補
）

産
業
課
主
事　

浅
野　
　

豪

（
企
画
環
境
課
主
事
）

産
業
課
主
事　

長
岡　

裕
人

（
産
業
課
主
事
補
）

出
納
室
主
事　

青
木　

温
望

（
出
納
室
主
事
補
）

総
務
課
主
事
補

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
派
遣
（
令
和
４
年
３

月
31
日
ま
で
）

藤
澤　

裕
太

（
住
民
課
主
事
補
）

建
設
課
主
事
補

立
川　
　

彩

（
産
業
課
主
事
補
）

新
規
採
用

住
民
課
主
事
補

宮
繁　

智
子

企
画
環
境
課
主
事
補

栗
林　

七
波

建
設
課
主
事
補

関
本
壮
一
郎

総
務
課
主
事
補

山
田
雄
一
郎

退
職

（
３
月
31
日
付
）

松
満　

芳
典
（
税
務
課
主
事
）



　

暖
冬
と
は
い
え
季
節
の
変
わ
り
目
を
五
感

で
感
じ
る
今
日
こ
の
ご
ろ
、
町
内
の
皆
さ
ま

は
ど
の
よ
う
に
春
を
感
じ
は
じ
め
ら
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

２
０
０
３
年
に
徳
島
市
内
で
参
加
し
て
い
た

イ
ベ
ン
ト
で
上
勝
町
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
宣
言

に
出
会
い
、
樫
原
棚
田
の
オ
ー
ナ
ー
制
に
参
加

し
て
以
来
ず
っ
と
ご
縁
が
あ
っ
た
上
勝
町
で
、

平
成
29
年
４
月
よ
り
上
勝
町
地
域
お
こ
し
協

力
隊
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

着
任
当
初
か
ら
の
活
動
の
ひ
と
つ
、
上
勝

町
の
杉
の
木
を
使
っ
た
木
糸
を
使
っ
て
織
っ

た
布
で
商
品
を
作
る
「
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｆ
」
を
立

上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
着
任
期
間
の

目
標
で
あ
っ
た
、
毎
年
２
月
に
ド
イ
ツ
の
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
行
わ
れ
る
世
界
最
大
の
展

示
会
「
ア
ン
ビ
エ
ン
テ
」
に
出
店
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

国
内
展
示
会
に
お
い
て
も
「
意
味
を
形
に

変
え
て
お
届
け
す
る
」
こ
と
が
受
入
れ
ら
れ

て
い
る
実
感
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
活
動
「
ゆ
こ
う
の
普
及
」
は

農
家
さ
ん
に
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
小

さ
な
単
位
で
は
あ
り
ま
す
が
、
産
地
の
様
子

が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
丁
寧
な
販
売
を
す
る

こ
と
を
大
切
に
し
、
長
く
続
け
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
を
は
じ
め
、
上
勝
町
役
場
、

（
株
）い
ろ
ど
り
の
方
々
に
は
大
変
お
世
話
に

な
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
継
続
し
て
「
Ｋ
Ｉ

Ｎ
Ｏ
Ｆ
」
だ
け
で
な
く
町
内
産
物
や
資
源
を

活
用
し
た
も
の
づ
く
り
を
し
発
信
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
引
き
続
き
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
３
年
間
ひ
た
す
ら
走
り
続
け
て
し
ま
い
（
笑
）

ゆ
っ
た
り
と
上
勝
ら
し
さ
の
あ
る
生
活
が
実

現
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
４
月
か
ら
は
意
識

し
て
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
願
い
や
お
邪
魔
し
に
い
く
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
時
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
昨
年
４
月
か
ら
の
１
年
間
、
水
曜
日
に
上

勝
町
診
療
所
で
診
療
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
木
下
で
す
。
こ

の
た
び
私
は
、
４
月
１
日
付
け
で
三
好
市
に
異
動
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

今
年
１
年
間
は
本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
診
療
所
の
前
の
坂
道
に
咲
く
し
だ
れ
桜
や
上
勝
町
の
青
々
と

し
た
山
の
木
々
が
、
つ
い
先
日
の
風
景
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

私
は
徳
島
市
内
か
ら
通
勤
し
て
い
ま
し
た
が
、
通
勤
途
中
の
風
景
や
、

正
木
の
診
療
所
か
ら
福
原
診
療
所
ま
で
の
間
の
景
色
を
眺
め
て
楽

し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
で
も
、
雨
が
降
っ
た
後
に
晴
れ

て
虹
が
か
か
っ
た
灌
頂
ヶ
滝
は
荘
厳
で
幻
想
的
で
あ
り
、
ぜ
ひ
ま

た
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
診
療
所
に
み
え
る
患
者
さ
ん
達
も
皆
さ
ん
笑
顔
が
素
敵
で
、

ま
る
で
こ
ち
ら
が
癒
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
し
た
。

　

上
勝
町
は
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ

ス
ト
に
始
ま
る
多
く
の
革
新

的
な
取
り
組
み
や
企
業
が
あ

り
、
徳
島
が
全
国
に
、
ま
た

世
界
に
誇
る
素
晴
ら
し
い
町

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
場
所
で
微
力
で
は
あ
り
ま

し
た
が
医
療
に
貢
献
で
き
た

こ
と
が
嬉
し
い
で
す
。
上
勝

町
で
診
療
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
会
を
い
た
だ
き
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊　

杉 

山 

久 

実

退
任
の
ご
挨
拶

木  

下  　

  

大



92件

28組（家族：７組、単身者：21組）

７世帯 11名

０件（５件）

２件

移住相談件数

お試し滞在シェアハウスの利用組数

移住者数（移住窓口対応分）

空き家登録申出件数（相談件数）

空き家契約完了件数

※お試し滞在シェアハウス･･･３月より新型コロナウィルス感染予防対策のため利用休止

令和元年度の実績報告 ４月～３月中旬まで

空き家登録へのご協力のお願い

移住コーディネーター（専任集落支援員）の活動報告
斎藤　真弓（企画環境課内 移住交流支援センター）

　皆さまこんにちは。平成29年度から専任集落支援員として移住促進に携わらせ
ていただき、早４年目を迎え、皆さまにはいつも大変お世話になり、ありがとうご
ざいます。本年度も引き続き、集落の維持・活性化のため、より一層移住促進に力
を入れていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年度も移住窓口へ電話やメール・来庁など、多くの相談をいただきました。単身者からの相談が
多いですが、最近では子どもが自立し親元を離れたことをきっかけに、田舎暮らしを検討されている
ご夫婦（40代～60代）からの相談も増えてきています。「住
まい」に関する相談は毎年多くあり、空き家を活用して「住
まい兼店舗にしたい」「仕事の作業場として使用したい」
「自然を感じながらゆっくり暮らしたい」「趣味を楽しみ
たい」等、移住希望者だけではなく町内在住者からもさ
まざまな空き家相談をいただいています。
　活用させていただける空き家がございましたら、ぜひ
空き家登録にご協力をお願いします。　

※貸すこと売ることが不安な時も、専門的な知識を有する、県に登録されている空き家コーディネー
ターが仲介者となることが可能ですので、安心して取引（賃貸または売買契約）を行うことができ
ます。

※登録する物件（家屋）は、登記ができていること、所有者（登記済）からの斡旋希望により空き家
登録を行い、町がご紹介できる物件となります。また、町へ空き家登録した後でも、所有者の方で
他者へのご紹介も可能です。その場合、相手先と話し合いが進むようになったら斡旋の取り下げの
ご連絡をお願いいたします。

※登記情報や登記についてのご相談は、お近くの法務局でご確認ください。

【お問い合わせ】
企画環境課　　☎46-0111　　IP050-3438-8071
E-mail：kikaku_1@kamikatsu.i-tokushima.jp　　担当：松岡、斎藤
「上勝パラダイス宣言」https://kamipara.jp/

（移住担当者調べ）



0120-24-8174上勝町  電話健康相談（無料）

　
「
な
く
そ
う
！
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
」

を
図
る
た
め
に
、
２
０
１
８
年
７
月
に

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
成
立
し
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
４
月

１
日
よ
り
全
面
施
行
と
な
り
ま
す
。

【
法
改
正
に
よ
る
施
設
禁
煙
と
罰
則
】

　

す
で
に
多
く
の
施
設
で
禁
煙
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
学
校
や
病
院
、
児
童

福
祉
施
設
等
、
行
政
機
関
な
ど
は
敷
地

内
禁
煙
に
な
っ
て
お
り
、
４
月
１
日
よ

り
人
が
集
ま
る
場
所
（
飲
食
店
や
多
数

の
集
ま
る
施
設
、
旅
客
運
送
事
業
の
鉄

道
、
飛
行
機
な
ど
）
が
屋
内
原
則
禁
煙

と
な
り
ま
す
。
屋
内
禁
煙
と
敷
地
内
禁

煙
の
違
い
は
屋
内
禁
煙
は
建
物
内
で
の

喫
煙
が
禁
止
で
敷
地
内
禁
煙
は
屋
内
だ

け
で
な
く
、
駐
車
場
な
ど
を
含
め
た
施

設
内
の
屋
外
も
禁
煙
と
な
り
ま
す
。
学

校
、
病
院
、
児
童
福
祉
施
設
等
、
行
政

機
関
、
旅
客
運
送
事
業
自
動
車
・
航
空

機
は
屋
内
の
完
全
禁
煙
と
な
る
の
で
喫

煙
室
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
ま
で
は
マ
ナ
ー
で
あ
り
、

罰
則
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
法
改

正
に
よ
り
ル
ー
ル
と
な
り
、
破
れ
ば
最

大
30
万
円
の
過
料
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

喫
煙
室
な
ど
の
喫
煙
で
き
る
場
所
へ
の

20
歳
未
満
の
者
の
立
ち
入
り
が
禁
止
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
法
改
正
で
喫

煙
環
境
が
変
わ
り
ま
す
。

【
健
康
へ
の
悪
影
響
】

　

こ
れ
を
機
会
に
タ
バ
コ
の
健
康
へ
の

悪
影
響
に
つ
い
て
再
度
確
認
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
タ
バ
コ
は
ニ
コ
チ
ン
、
タ

ー
ル
、
一
酸
化
炭
素
を
代
表
と
す
る
有

害
物
質
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

発
が
ん
物
質
だ
け
で
70
種
類
以
上
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
タ
バ
コ
を
吸
い
続
け
る

こ
と
で
肺
が
ん
や
咽
頭
が
ん
な
ど
の
が

ん
や
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
）、

心
筋

塞
や
脳

塞
と
い
う
病
気
に
な

る
リ
ス
ク
が
増
え
ま
す
。
し
か
も
吸
っ

て
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
周
り
の
人
の

健
康
に
も
影
響
が
出
て
い
ま
す
。
タ
バ

コ
か
ら
で
る
煙
に
は
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

し
て
吸
っ
て
い
る
主
流
煙
と
火
を
つ
け

た
先
端
か
ら
で
る
副
流
煙
が
あ
り
有
害

物
質
を
含
ん
で
い
る
量
は
副
流
煙
の
ほ

う
が
多
い
で
す
。
そ
の
た
め
、
非
喫
煙

者
の
配
偶
者
が
喫
煙
者
と
一
緒
に
生
活

し
て
い
る
と
肺
が
ん
に
な
る
リ
ス
ク
が

高
い
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
20
歳
未
満
の
子
供
の
喫
煙
で
は

喘
息
な
ど
の
病
気
の
リ
ス
ク
だ
け
で
な

く
、
死
亡
リ
ス
ク
の
増
加
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
副
流
煙
を
吸
っ
て
し
ま
う
受

動
喫
煙
は
健
康
へ
の
悪
影
響
が
大
き
い

と
い
え
ま
す
。
自
分
の
健
康
だ
け
で
な

く
周
り
の
人
の
健
康
へ
の
配
慮
も
行
い
、

禁
煙
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

【
禁
煙
へ
の
取
り
組
み
】

　

や
め
た
い
の
に
や
め
ら
れ
な
い
と
い

う
方
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
禁
煙
外
来

を
受
診
し
禁
煙
へ
の
取
り
組
み
を
行
い

ま
し
ょ
う
。
禁
煙
へ
の
取
り
組
み
に
は
、

も
う
遅
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

禁
煙
後
数
日
か
ら
味
覚
や
嗅
覚
が
改
善

し
、
数
か
月
続
け
る
と
気
管
支
炎
症
状

（
咳
、
痰
、
喘
鳴
）
の
改
善
が
み
ら
れ

て
き
ま
す
。
２
年
〜
４
年
と
禁
煙
期
間

を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
で
、
心
筋

塞

な
ど
の
心
臓
の
病
気
の
リ
ス
ク
を
下
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
禁
煙
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
受
動
喫
煙
を
防
ご
う
」に
つ
い
て

No.263
「
健
康
の
達
人
」 に
な
ろ
う

知
っ
て
得
す
る
健
康
情
報

上
勝
町
診
療
所 

所
長  

幸 

田 

朋 

也

ぜ
ん
め
い



日　時：４月22日㈬14時～16時
場　所：コミュニティセンター
講　師：株本泰輔先生
参加費：500円 持ち物：タオル・お茶など

　ゆっくり体をほぐし、無理のない筋トレ体
操を行います。運動不足・肩こり・腰痛・膝
の痛みのある方は、楽しく体を動かして、筋
力をつける貯筋体操をしてみませんか？

予約制〈要電話予約〉

日 時 ４月３日㈮／５月１日㈮
 ９時～11時30分
場 所  上勝町診療所

お電話にて上勝町診療所へご予約をお願い
します。在宅でのご相談も受け付けます。
☎ 44-5010　IP 050-3438-7872

歯科衛生士による歯やお口の相談

女
性
の
が
ん
検
診

乳
幼
児
健
康
診
査

貯
筋
教
室

  

各
種
健
康
診
査

■
各
種
健
康
診
査
の
ご
案
内
・

申
込
書
は
、
各
世
帯
ご
と
に

６
月
頃
に
お
送
り
し
ま
す
。

■
社
会
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
加
入
の
方
の
健

康
診
査
も
受
診
券
が
あ
れ
ば

受
け
ら
れ
ま
す
。
各
保
険
の

担
当
者
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
特
定
健
診
の
後
は
、
健
診
結

果
説
明
・
個
別
相
談
等
を
実

施
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

■
集
団
検
診

　

会
場

　
　

福
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

９
月
10
日（
木
）

　
　

子
宮
頸
が
ん
検
診

　

９
月
24
日（
木
）

　
　

乳
が
ん
・
骨
密
度
検
診

■
個
別
検
診

集
団
検
診
以
外
に
、
県
内
の

協
力
医
療
機
関
に
お
い
て
も

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
４
月
１
日
〜
２
月
28
日
）

詳
細
は
保
健
師
ま
で
。

  

運
動
教
室

　

毎
月
第
４
水
曜
日
、
午
後
２

時
か
ら

場　

所　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

講　

師　

株
本
泰
輔　

先
生

参
加
費　

５
０
０
円

　

ゆ
っ
く
り
体
を
ほ
ぐ
し
た
後
、

体
力
に
合
わ
せ
て
無
理
の
な
い

筋
ト
レ
体
操
を
行
い
ま
す
。

  

歯
の
健
康
相
談

　

歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
と
お

口
の
相
談
を
上
勝
町
診
療
所
に

て
毎
月
開
催
し
て
い
ま
す
。
歯

は
一
生
の
宝
物
で
す
。
歯
医
者

さ
ん
に
か
か
っ
て
い
る
方
で
も

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

★
お
子
さ
ま
（
赤
ち
ゃ
ん
か
ら

の
）
お
口
の
相
談
も
実
施
し

て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
下
記

に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

  

子
育
て
に
関
す
る
こ
と

　

赤
ち
ゃ
ん
の
健
や
か
な
成
長

と
保
護
者
さ
ん
の
育
児
を
応
援

す
る
た
め
、
保
健
師
等
が
妊
産

婦
や
新
生
児
の
い
る
お
宅
に
訪

問
し
、
健
康
状
態
の
確
認
、
育

児
や
産
後
の
生
活
等
の
相
談
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
１
回

赤
ち
ゃ
ん
教
室
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

お
子
様
の
健
康
状
態
・
成
長

の
確
認
・
育
児
相
談
等
を
小
児

科
医
、
歯
科
医
、
保
健
師
等
多

様
な
ス
タ
ッ
フ
で
行
い
ま
す
。

該
当
の
方
に
は
個
別
通
知
し
ま

す
。

  

そ
の
他
健
康
に関す

る
相
談

　

健
康
や
育
児
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
は
、
い
つ
で
も
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
の
予
定

集
団
が
ん
検
診
・
特
定
健
診

　
　
　
　
　
　

ヤ
ン
グ
健
診

妊
婦
訪
問
、赤
ち
ゃ
ん
訪
問
、

赤
ち
ゃ
ん
教
室

会　場
福原ふれあいセンター
高鉾公民館
傍示定住センター
旭基幹集落センター

健診日
７月　3日（金）
７月　8日（水）
７月13日（月）
８月17日（月）



ゼロ・ウェイスト宣言
２０２０年達成に向けて

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

に
よ
り
、
中
止
に
な
る
可
能
性
が
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
際
は
、
町
内
放
送
等
で
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
が
今
月
、

い
よ
い
よ
オ
ー
プ
ン
と
な
り
、
皆
さ
ま
に
施

設
見
学
し
て
い
た
だ
け
る
時
間
を
左
記
の
と

お
り
設
け
て
お
り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
の
コ
ン

セ
プ
ト
や
今
後
の
取
り
組
み
な
ど
も
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
り
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日
時　

４
月
19
日（
日
）

　
　
　
　

13
時
〜
17
時　

施
設
見
学

　

見
学
者
に
は
、
お
餅
と
エ
コ
バ
ッ
グ
を

お
配
り
し
ま
す
。
使
い
捨
て
容
器
包
装
削

減
の
た
め
、
お
餅
を
入
れ
る
容
器
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。（
十
分
な
数
を
用
意
し
て
お

り
ま
す
が
、
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

　

同
時
刻
に
人
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け

る
た
め
、
も
ち
投
げ
は
し
ま
せ
ん
。

■
場
所　

ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

■
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
運
行

　

高
鉾
公
民
館
、
傍
示
定
住
セ
ン
タ
ー
、

福
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
、
旭
基
幹
集
落

セ
ン
タ
ー
を
乗
降
場
所
と
し
て
、
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

※
セ
ン
タ
ー
周
辺
に
駐
車
場
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

け
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
お
車
で
お
越
し
の
際
は
、
乗
り
合

わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

お問い合わせ　◆企画環境課  ☎46-0111　IP 050-3438-8071　  ◆ゴミステーション  ☎050-3438-8110

１０４・１０５・２５２・２５５・３７６・
４２６・５４６・５６５・６７９・７２６
引換は「ゴミステーション」まで

４月20日（ゼロ・ウェイストセンターに移
転後）から
土曜日と日曜日の受け入れ時間を

延長します。
▼変更後
月～金  7:30～14:00（これまでどおり）
土・日  7:30～15:30（1時間30分延長）

２０２０２０２０２０２０ ００００００ ００００２０２２０２２０２２０２０年 成に向けて年 け年 に け成に年 に年 け達 て成 向年達成に向けて

ゼロ･ウェイストセンターがオープンします！

ⒸHiroshi Nakamura & NAPco.Ltd



　令和２年４月１日より４年間、介護予防活動センターは一般社団法人ひだまりが 指定管理者となります。
ボランティアタクシーやくるくる工房、リユース食器の貸し出し等は、従前と変わらずに続けていきます。
さらに多くの人が集まれる場所になるようイベントや体験なども開催しますので、よろしくお願いいたし
ます。  （住民課）　

指定管理者　徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下日浦94番地４　一般社団法人 ひだまり
　　　　　　☎090-7627-4455　IP050-3438-9545　※今までの電話番号(44-6080)は、５月より休止します。
　　　　　　施設の開所時間：９時～17時　　定休日：毎週木曜日（土、日、祝日も開いています）
　　　　　　　※事前予約により、７時～22時の間、利用が可能です。

　運転免許を持たない高齢者や障がいのある方等の生活行動範囲を拡大し、積
極的な社会参加を促進するとともに、生きがいを持てる生活を確保することを
目的とし、主な移動手段である有償ボランティアタクシーの運賃の一部を助成
する事業です。

対 象 者　次のいずれかに該当する方
　　　　　・75歳以上で自動車の運転をしない方
　　　　　・身体障害者手帳（1級、2級）、療育手帳（A1、A2）、精神障害者保健福祉手帳（1

級、2級）等の交付を受けている方
　　　　　・難病指定を受けている方

＊ただし、町税等の滞納がある方、同一世帯内に自動車運転免許を有している方がおり
四輪自動車を保有している場合、他の移動支援事業等の助成を受けている方、申請日
において病院に入院している方等は該当になりません。

助成内容　有償ボランティアタクシーの運賃について該当者1人あたり年間24,000円まで助成（1
枚500円のタクシー券48枚綴りを1人1冊交付）
＊年度途中での申請の場合一月あたり4枚とし、残りの月数分を交付します。
＊町内での利用の場合1回（片道）1枚、町外への利用の場合1回（片道）2枚まで使用可（た
だし、タクシーの運賃がタクシー券券面額に満たない場合は使用できません。）

申請方法　①役場住民課または支所にて上勝町高齢者等移動支援助成事業申請書に必要事項を記
入、押印の上ご提出ください。

　　　　　②住民課で申請内容を審査後、該当の方には上勝町高齢者等移動支援助成対象者証兼
助成券（お出かけタクシー券）を書留郵便で送付します。

使用方法　有償ボランティアタクシー利用の際に、上勝町高齢者等移動支援助成対象者証兼助成
券（お出かけタクシー券）を運転手にご提示ください。（事前の切り離しは無効となり
ますので、切り離さずそのままご提示ください。）運賃精算時にタクシー券と差額の運
賃を運転手にお支払いいただきます。

　　　　　詳しい利用方法等については、該当の方に別途お知らせいたします。
受付開始日　令和２年４月１日（水）

上勝町高齢者等移動支援助成事業
（お出かけタクシー券）を開始します

上勝町高齢者等移動支援助成事業
（お出かけタクシー券）を開始します

有償ボランティアタクシー利用申込みはこちら
一般社団法人 ひだまり　☎090-7627-4455　IP 050-3438-9545　料金等詳しくは折込をご覧ください。

【お問い合わせ】住民課　☎46-0111  IP 050-3438-8071



昭和の日

休　診

昭和の日

午　前

午　後
医 科

歯　　科

☎  44-5010
IP  050-3438-7872
Ｆ  44-5011

医科受付  8時30分～11時30分/14時～16時30分
　　　　  水曜日午後/15時～16時30分
歯科受付  8時30分～11時30分/13時～16時30分

住　吉

住　吉

樫　原

樫　原

樫　原

樫　原

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

住　吉

住　吉

幸　田

江　川
13時～15時休診

江　川
13時～15時休診

江　川
13時～15時休診

幸　田 幸　田

幸　田 幸　田

幸　田

幸　田

江　川
13時～15時休診

樫  原
幸  田

診
検

樫　原

樫  原
幸  田

診
検

樫  原
幸  田

診
検

※外来担当医は急患等により変更になることがあります。ご了承ください。

FAX

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

４月16日㈭ 13時30分～16時30分
高鉾公民館

　家庭内・近隣との悩みごとなどお気軽に
　ご相談ください。

８期分
納期限は３月31日㈫でしたが、まだ未納の方
が見受けられます。未納者には、４月20日㈪に
督促状を送付します。早急に納めてください。

全期分

江　川

江　川

江　川

江　川

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

☎  46-0302
IP  050-3438-8001
Ｆ  46-0302医科受付・診療　13時～14時30分 FAX

※初級クラスだけの受講も歓迎いたします！
※両クラスを受講することもできます。

＊水曜日の担当が木下医師から
　江川　創　医師に変更となります。

はじめえ がわ

障がい児者の支援、相談を受け付けていま
す。障がい者手帳の取得、補装具、住宅改修、
障がい福祉サービス等どんなことでもお手
伝いいたします。お気軽にお電話ください。

一般・特定・障がい児者相談支援事業 こなん

※令和2年4月から事業者が変更しました。



上勝町青年会より

公益財団法人 国際青少年研修協会 〒141-0031 東京都品川区西五反田７-15-4
☎03-6417-9721　 pj.ro.kksk.www//:ptth：LRU　 pj.ro.kksk@ofni：liam-E　4279-7146-30

P14に掲載の上勝町人材確保育成事業（３）海外研修事業の補助を活用できます。
補助事業の活用については、役場企画環境課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】　企画環境課　☎46-0111　IP 050-3438-8071

お問い合わせ
資料請求

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、６コースの参加者を募集しています。体験を通して、お互
いの理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施します。おひとりでご参加になる方が７割以上、
はじめて海外へ行かれる方が多く、全国から参加するお友達との出会いも楽しみのひとつです。仲間
づくりの指導もございますので、安心してご参加いただけます。
【内　容】 ホームステイ・文化交流・学校体験・英語研修・地域見学・野外活動など
【研修先】 イギリス・オーストラリア・シンガポール・サイパン
【日　程】 ７月25日（土）～８月15日（土）　９～ 19日間　※コースにより異なる
【対　象】 小学３年生～高校３年生　※コースにより異なる
【説明会】 全国11都市　５月に開催　※入場無料・予約不要
　　　　　　５月23日（土）高松：サンポート高松66会議室　13時30分～15時
　　　　　　５月24日（日）岡山：岡山国際交流センター　　10時～11時30分
【参加費】 37.8万円～59.8万円
【締　切】 ５月27日（水）および６月５日（金）　※コースにより異なる

FAX

日　時　４月29日（水）
場　所　上勝中学校体育館
受　付　８時30分～
開会式　９時（試合開始 ９時30分）
要　領　６人制。

コートの中に選手として常時女性２名以上、
上勝町民２名以上が出場していること。ル
ールの詳細は前年のとおりですが、詳しく
はお問い合わせください。

参加費　1チーム 2,000円
申込み　名簿（メンバーの氏名、代表者名、連絡先、

チーム名を記入）をFAXもしくは郵送でお
送りください。

締　切　４月17日（金）
【申込み・お問い合わせ】
役場内　上勝町青年会　 澤・北井
☎46-0111 FAX 46-0323　IP050-3438-8071
（重要）
　新型コロナウイルスの状況に応じて大会を中止す
る場合も考えられます。中止の場合は４月20日（月）
に判断し、代表者に連絡させていただきますので、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

　上勝町青年会では町の活性化のため、日々
活動を行っています。
　メンバーは年齢も出身も職場もバラバラで
すが、せっかく上勝町に住んでいるのだから、
活動を通して、町をよく知り、楽しむことが
できる人になりませんか？
　さあ！あなたもLet’s Enjoy 上勝 Together！！

■参加資格
　年齢制限無し（心が青年である人）
　人の輪を広げたい人
　暑い夏を祭りでさらに熱くしたい人
　上勝町が好きな人！

■青年会の主な活動（開催予定月）
・美馬杯ソフトバレーボール大会（４月）
・高丸山清掃登山（５月）
・上勝町夏まつりの企画、運営（７月）
・四国のみち草刈り（10月）
・鬼の出張サービス（２月）
・研修旅行　
・上勝探検隊
・その他イベントのお手伝い
・他地域の青年団との交流

上勝町青年会会員大募集!!

2020年 美馬杯
ソフトバレーボール大会開催



合併処理浄化槽の補助制度について
　上勝町では令和２年度も引き続き前年度と同様の補助額で補助を行い、合併処理浄化槽の整
備促進を図ってまいります。
　合併処理浄化槽補助金については、予算の範囲内での補助になりますので、補助希望の方は
必ず設置前にご相談ください。
　申請は、12月末までにお願いします。

※人槽の算定は、住宅の延べ面積により決定されます。
※町からの補助金交付決定通知が届く前に設置された浄化槽については、補助金の対象外とな
りますので、ご注意ください。

  
  

  
  

令和２年度 合併処理浄化槽の補助金額

【お問い合わせ】住民課　☎46-0111　IP050-3438-8071

人槽区分 補助金額（円）
５人槽
７人槽
10人槽

４３２，０００
５１４，０００
６４８，０００

犬猫の不妊去勢手術に対する補助犬猫の不妊去勢手術に対する補助

飼い主のいない猫の不妊去勢手術に対する一部助成飼い主のいない猫の不妊去勢手術に対する一部助成

補助対象　犬に関しては、上勝町で登録済みの犬に限ります。なお、他市町村で登録後、転入
処理済みの犬も対象とします。

補　助　額　犬猫の不妊去勢手術１件につき5,000円
申請方法　①手術前に役場で申請書を記入し、提出していただきます。
　　　　　②後日、役場から郵送で承認通知を送ります。
　　　　　③承認通知受け取り後、手術を受けていただき、5,000円引いた料金を

病院で支払って終了です。
　　　　＊申請する前に手術した場合は、補助の対象になりません。
　　　　＊予算枠に限りがありますので、ご希望の方は早めにご連絡ください。

助成対象　上勝町内に生息する飼い主のいない猫に限ります。なお、上勝町の住民基本台帳に
記載されている者が申請者の条件となります。

補　助　額　10,000円　
　　　　　　※ただし、支払った手術費用の額が助成金額を下回る場合は、当該支払った金額とします。
助成金交付までの手順
①手術前に役場で申請書に記入し、提出していただきます。
②後日、上勝町が申請者あてに助成金交付決定通知書を送付します。
③助成金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた年度の３月31日までに実施動物病院
で手術をしてください。　

④手術を受けた日の翌日から起算して20日後、または当該助成事業年度の３月31日のいずれか早
い日までに実施動物病院の領収書と写真を添付し、実績報告書および請求書を提出してください。

⑤上勝町が申請者に助成金を交付します。
　　　＊申請する前に手術した場合は、補助の対象になりません。
　　　＊予算枠に限りがありますので、ご希望の方は早めにご連絡ください。

【お問い合わせ】住民課　☎46-0111　IP050-3438-8071

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



　上勝町ふるさと創生夢基金を設置し、上勝町の活性化を図るために有能な人材を確保・育成
及び地場産業の振興を推進することを目的に、次の補助金交付要綱により受付を開始します。
　補助金申請を希望される団体（個人）は、所管課または企画環境課へご相談ください。
　なお、１．の（1）と（3）、３．４．の補助対象年齢は、原則50歳以下とします。

１．地場産業活性化
　  人材確保・育成事業

）課業産：課管所（ 　

３．海外研修事業

２．若者定住人材確保・
　  育成事業

４．国内研修事業

９．その他町長が目的達成
　  に必要と定めた事業

８．上勝町児童等
　  転入支度金事業

）課民住：課管所（ 　

７．彩農業等育成事業
）課業産：課管所（ 　

６．国際・国内交流事業

５．地域活性化研究事業
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等
購
入
後
の
栽
培
、
販

売
に
対
し
て
は
自
己
責
任
に

お
い
て
行
う
こ
と
。

香
酸
柑
橘
生
産
振
興
事
業

彩
農
業
等
育
成
事
業

上
勝
町
ふ
る
さ
と
創
生
夢
基
金



☎

助成予定期間

⑴ 新卒者・無職の雇用
　 ・年齢は 50歳未満（R２.４.１現在）
　 ・遅くとも９月30日までに町内に住むこと
　 ・１年以上雇用すること
　 ・雇用時点では町内外は問わない
⑵ 1事業主当たり10名以内

・新規雇用の申請
　　実施計画書提出後
　　３ヶ月の実績を経た後
・雇用の継続の場合
　　４月末日までに申請

  県の最低賃金以上
（R２.4.1現在 793円／h）

事業完了後30日以内
（3月31日まで）

令和２年４月１日～最長24ヶ月



　

地
球
温
暖
化
対
策
の
一
環
と
し

て
、
低
炭
素
型
社
会
の
形
成
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
再
生
可
能

（
自
然
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を

積
極
的
に
支
援
す
る
た
め
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
購
入
・

設
置
を
行
う
方
を
対
象
に
、
予
算

の
範
囲
内
で
上
勝
町
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
活
用
促
進
事
業
補
助
金

申
請
の
受
付
を
次
に
よ
り
開
始
し

ま
す
。

　

補
助
金
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
受
付
期
間
中
に
企
画
環
境
課

へ
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
小
型
水
力
発
電
機

◦
太
陽
光
発
電
設
備

◦
太
陽
熱
利
用
設
備

◦
ペ
レ
ッ
ト
ま
た
は
薪
ス
ト
ー
ブ

◦
木
質
系
ボ
イ
ラ
ー

各
本
体
の
購
入
及
び
設
置
の
経
費

　

た
だ
し
、
営
利
目
的
を
除
く
。

◦
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

◦
町
内
に
事
務
所
を
置
い
て
活
動

す
る
任
意
団
体

◦
町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業

者
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

①　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

を
町
内
に
存
す
る
自
ら
居
住
す

る
住
宅
、
活
動
施
設
（
当
該
団

体
の
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る

施
設
）、
事
業
所
及
び
集
会
所

な
ど
公
共
的
目
的
に
使
用
す
る

場
所
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
方

　
　

た
だ
し
、
過
去
に
当
該
補
助

金
の
交
付
を
受
け
て
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
を
設
置
し
た

建
物
を
除
く

②　

設
置
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
設
備
の
使
用
状
況
に
つ
い

て
、
町
が
行
う
モ
ニ
タ
ー
調
査

及
び
事
例
発
表
な
ど
の
啓
発
事

業
に
協
力
で
き
る
方

③　

自
ら
電
力
事
業
者
と
電
力
受

給
契
約
を
締
結
す
る
方

④　

過
去
に
当
該
補
助
金
の
交
付

を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

⑤　

原
則
と
し
て
、
町
民
税
な
ど

の
滞
納
が
な
い
方

⑥　

町
の
他
の
事
業
補
助
金
な
ど

と
併
用
し
て
い
な
い
方
（
国
・

県
・
他
の
団
体
な
ど
か
ら
の
補

助
金
と
併
用
可
能
）

　

令
和
２
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　
　

12
月
25
日

　

た
だ
し
、
予
算
が
な
く
な
り
次

第
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

　

企
画
環
境
課
で
申
請
書
類
を
お

渡
し
し
ま
す
。

　

必
ず
、
工
事
着
手
前
に
申
請
し
、

年
度
内
に
完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

　

別
表
の
と
お
り

企
画
環
境
課

☎
４
６‒

０
１
１
１

IP
０
５
０‒

３
４
３
８‒

８
０
７
１

補
助
対
象
と
な
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

補
助
対
象
者

補
助
申
請
の
受
付
期
間

補
助
申
請
の
方
法

補
助
金
額

申
請
・
お
問
い
合
わ
せ



次ページへ続く

　令和２年４月分から令和３年３月分までの国民年金保険料は、月額16,540円です。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンス
ストアで納めることができます。
　また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振
替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電
話・文書・訪問により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納
付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方※の財産が差し押さえら
れることがありますので、早めの納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります
ので、上勝町役場住民課または支所へご相談ください。
　※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎
年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・
猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので、上勝町役場
住民課または支所で手続きをしてください。申請書は、窓口に備え付けてあります。
　令和２年度分（令和２年７月分～令和３年６月分）の免除等の受付は令和２年７月１日から
開始されます。
　また、申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間
がある方は、上勝町役場住民課または徳島南年金事務所へご相談ください。

　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。
　基本的に日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。
　加入者は、職業などによって次の３つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異
なります。

・第１号被保険者
　20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、
無職の方などです。加入手続きは、上勝町役場住民課または支
所の窓口で行います。
・第２号被保険者
　会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。加入手続きは、勤務先が行い
ます。
・第３号被保険者
　第２号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由して行います。

　会社を退職したときは、第２号被保険者から第１号被保険者への変更の手続きが必要となり
ますので、お早めに手続きをお願いします。



●●趣旨
　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属
および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。一定の日（基準日）において、遺族の中に
恩給法による公務扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する方がいない場合に先順位の
遺族１名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。（その方と同順位の者がある場合
は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。）
●●支給対象者
　令和２年４月１日（基準日）において、恩給法による公務扶助料等、援護法による遺族年金等
を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
１　令和２年４月１日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２　戦没者等の子
３　戦没者等の父母
４　戦没者等の孫   　  　
５　戦没者等の祖父母 　    
６　戦没者等の兄弟姉妹
７　上記１から６以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

●●支給内容　額面25万円、５年償還（年５万円）の記名国債
●●請求期間　令和２年４月１日～令和５年３月31日

（請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、ご注意
ください。）

●●請求受付　住民課　８時30分～17時15分（土日祝日は除く）
●●注意事項
①請求書については、令和２年４月１日より前には受け付けることができません。また、請
求者の戸籍抄本についても４月１日より前に取得したものは受け付けることができません
のでご注意ください。
②請求は、請求者の住所地で行うこととなっています。法定代理人や相続人による請求の場
合は、これらの方々の住所地の市区町村が受付窓口となりますのでご注意ください。

【お問い合わせ】住民課　☎46-0111　　IP050-3438-8071

戦没者等のご遺族の皆様へ

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」
を行っています。
　お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。
◆予約相談希望日の１カ月前から前日まで受付しています。
◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。
　ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付または徳島南年金事務所へ電話・来訪時にお申し
込みください。

【お問い合わせ】　全国共通の予約専用受付　☎0570-05-4890
　　　　　　　　徳島南年金事務所　　　　☎088-652-1511



後期高齢者医療制度　保険料のお知らせ
　令和２年度・令和３年度の保険料を算出する保険料率が決まりました。保険料率は２年ごとに見直
すこととなっており、令和２年度および令和３年度は下記のとおりです。
　また、下記の計算方法で算出された保険料は、所得の低い方および国保・国保組合以外の健康保険
の被扶養者であった方は、軽減制度があります。
　なお、制度の見直しや政令・条例改正により、令和２年度から保険料の上限額および被保険者均等割
額の軽減についても見直しが行われています。
　被保険者に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。被保
険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　後期高齢者医療制度加入の前日まで、国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方は、所得
割額の負担がなく、資格を取得してから２年を経過する月までは、均等割額が５割軽減されます。ただし、
上記の７割軽減、7.75割軽減に該当する場合は、該当する軽減割合が適用されます。

【お問い合わせ】　住民課　☎46-0111　IP050-3438-8071

保険料＝均等割額＋所得割額　※100円未満切捨て、上限額64万円（令和元年度：62万円）

保険料の計算方法（令和２年度・令和３年度）

被用者保険の被扶養者であった場合の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得額の合計 均等割額の軽減割合

33万円以下 7.75割（令和元年度：8.5割）

33万円＋「28.5万円（令和元年度：28万円）×世帯の被保険者数」以下 ５割

33万円＋「52万円（令和元年度：51万円）×世帯の被保険者数」以下 ２割

33万円以下で、世帯内の被保険者全員の所得がない（年金収入80万円以下） ７割（令和元年度：８割）

世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

保険料の軽減（令和２年度）

均等割額の軽減割合
被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割軽減

５割

均等割額 55,000円
（令和元年度52,913円）

○被保険者が等しく負担

所得割額
基礎控除（33万円）後の総所得金額等×所得割率10.28％
　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年度10.34％）

○被保険者の所得に応じて負担



　進学・進級の時期は生活環境の変化に伴い、少年が深夜徘徊・喫煙・飲酒等の不良行為や万引き、
大麻を始めとする薬物乱用等の非行に走ったり、また、ＳＮＳ等の利用に起因して性被害を受け
るなど、悪質な犯罪の被害に遭うケースが予想されます。
　また、児童のスマートフォン等の購入・機種変更等が多く行われる時期でもあることから、内
閣府や警察庁を始めとする関係省庁では、２月から５月までの間、「春のあんしんネット・新学
期一斉行動」を実施しています。
　この機会に、家族で安全・安心なインターネットの利用について考えてみましょう。

　①ネットには危険がいっぱいです
　　だまされたり、脅されたりして子供が自分の裸の画像を撮影さ
れた上、ＳＮＳ等に送信させられる被害（自画撮り被害）が増加
傾向にあります。
　　裸や裸に近い動画を写真やネットに載せないように。知らない
間に広まり、一生消えないこともあります。
　　楽しくて便利なＳＮＳですが、多くの子供が被害に遭っていま
す。ネットで知り合った人は、知らない人と一緒です。優しいフ
リをしている怖い大人もいるので、会うのは非常に危険です。

　②スマートフォンやタブレット等を安全・安心に使うために
　・フィルタリングを必ず利用しましょう。
　　青少年インターネット環境整備法では、販売店等に対し、青
少年が携帯電話を使用する際の年齢確認やフィルタリングの説
明を義務付けています。保護者は説明をしっかり聞き、年齢や
使用状況に応じたフィルタリングを設定しましょう。

　・家庭でのルールを守りましょう。
　　犯罪やトラブルから子供を守るために、日頃から家庭でのコ
ミュニケーションをとり、インターネットの危険性を教えるこ
とや、子供の能力や発達に見合ったネットの使い方を教えて、
「我が家のルール」を作ることが大切です。

実施期間：４月６日（月）～15日（水）
＊４月10日（金）は「交通事故０（ゼロ）を目指す日」です。

（重点）・子供を始めとする歩行者の安全の確保
　・高齢運転者等の安全運転の励行　
　・自転車の安全利用の促進　　　　

　実施期間中、上勝町においても「交通安全キャンペーン」が実施される予定です。
ご理解とご協力、よろしくお願いします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



建物名称 所　在　地 違反の内容

○○会館 上勝町大字△字□×番地 自動火災
報知設備

公表例

　

高
校
・
大
学
・
専
門
学
校
に
進
学
さ
れ
る

方
に
奨
学
資
金
を
お
貸
し
し
ま
す
。

●●
貸
付
対
象
者

　

上
勝
町
に
居
住
し
、
高
等
学
校
ま
た
は
こ

れ
と
同
程
度
の
学
校
お
よ
び
４
年
制
大
学
、

短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
お
よ
び
修
業
年

限
が
２
年
以
上
の
専
修
学
校
に
進
学
し
た
者
。

●●
貸
付
条
件

①
経
済
的
理
由
に
よ
り
困
難
と
認
め
ら
れ
る

者
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
者

②
本
町
に
過
去
３
年
以
上
住
所
を
有
し
、
引

き
続
き
居
住
し
て
い
る
者

③
学
業
成
績
が
極
め
て
優
秀
で
あ
る
者

④
学
習
意
欲
が
旺
盛
な
者

●●
貸
付
額

　

高
校
生　
　

月
額
２
０
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違反対象物の公表制度とは
　消防法令に重大な違反のある建物について、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して
利用を判断できるよう、上勝町ホームページに違反の情報を公表する制度です。
　令和2年4月1日より制度の運用を開始します。
公表の対象となる建物は
　消防法で「特定防火対象物」として定められている娯楽施設、飲食店、物販店、ホテルなど不特
定多数の人が利用する建物や、病院や社会福祉施設など、自力での避難が困難な方を収容する施設
を対象とします。
公表の対象となる違反は
　義務付けられた消防用設備等が設置されていない
建物で、次に掲げる消防用設備等となります。
　（1）屋内消火栓設備
　（2）スプリンクラー設備
　（3）自動火災報知設備
公表する内容は
　公表する内容は次に掲げる内容となります。
　（1）建物の名称
　（2）建物の所在地
　（3）違反の内容
　（4）その他町長が必要と認める事項
公表の時期は
　立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認め
られる場合に公表をします。
　また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
防火対象物の関係者の皆さまへ
　次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に上勝町総務課にご相談
ください。
　（1）増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
　（2）飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の用途に変更、または新たに入居する場合など

  上勝町 違反対象物公表制度のページ  … ……… http://www.kamikatsu.jp/docs/2020030700013/
  総務省消防庁 違反対象物公表制度のページ  …  https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/

（総務課）



子ども向け

セミナー教室 体験町外出店アート 移住希望者向け 総合

エンター
テインメント グルメ

お祭り

観光スポーツ 生活

まるごとかみかつ案内所まるごとかみかつ案内所
　イベントカレンダー！　イベントカレンダー！
まるごとかみかつ案内所まるごとかみかつ案内所
　イベントカレンダー！　イベントカレンダー！
まるごとかみかつ案内所
　イベントカレンダー！

町内のイベントが

一目でわかる♪

イベント
アイコン
一　覧

QRコードからも
ダウンロードできます

上勝町観光案内アプリ上勝町観光案内アプリ上勝町観光案内アプリ



４月11日 ㈯ 傍示定住センター

【お問い合わせ】
　地域おこし協力隊　宮繁岳大（理学療法士）
　☎ 090‒5714‒7096（宮繁）

　地域おこし協力隊があな
たの身体の悩みに合ったリハ
ビリやマッサージを行いま
す。お気軽にご参加ください。

固 定 資 産 税
縦覧帳簿の縦覧
固 定 資 産 税
縦覧帳簿の縦覧
　納税者の方が縦覧帳簿により土地や家
屋の評価額を比較し、自らの土地や家屋
の評価額の適正さを判断していただくた
めに行うものです。
　◆縦覧期間
　　４月１日（水）～６月１日（月）
　◆縦覧時間
　　８時30分～ 17時
　◆縦覧できる人
　　固定資産税の納税者又はその代理人
　　（委任状が必要）
　◆閲覧に必要な書類
　　本人確認ができる書類（納税通知書、
　　課税明細書、運転免許証など）
　◆閲覧場所　税務課
なお、従来の固定資産税課税台帳の
閲覧も行います。

【お問い合わせ】
　　税務課  ☎ 46-0111　IP 050-3438-8071



つつしんでご冥福をお祈りいたします

ご結婚おめでとう

令和２年３月１日現在

２月の視察来町者数令和元年

インターネットおよびCATV・IP電話サービス
故障かな？…と思ったら下記までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 新規申込・解約・故障・各種変更など

☎ 
お問い合わせ

夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番

☎

☎

救急車の要請救急車の要請救急車の要請救急車の要請

☎

前月比

世帯数

△ 3
△ 3
0

△ 2

人　口
男
女
世帯数

1,506 人
720 人
786 人
757 戸

正木
傍示
福原
生実
旭

人
人
人
人
人

516
257
218
226
289

239
131
112
120
155

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

戸
戸
戸
戸
戸

○ 高齢化率 52.86%

△ 3
0
0
1

△ 1

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

△ 2
0
0
0
0

「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し
出に応じ、労働者の希望する時間で取得できるようにしてください。
法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単
位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるよう
に配慮をお願いします。　
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」な
しの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変
更になります。ご注意ください。

（注）いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、
就業時間の途中に再び戻ることを指します。

　詳細は、ホームページをご覧ください。
（URL）https://www.mhiw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
＊労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、
引き続き半日単位での休暇取得を認めるように配慮をお願いします。

　時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入
し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、
両立支援等助成金が支給されます。

（URL）https://www.mhiw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
　　    kodomo/shokuba_kosodate/ryouritu01/index.html

【お問い合わせ】徳島労働局雇用環境・均等室　☎088-652-2718

　育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得
できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で
取得できるようになります。

子の看護休暇・介護休暇が
時間単位で取得できるようになります！

［　旭　］  門田　廣道さん　   　92歳 

［福　原］  立川　拓也 さん
［福　原］  米木　　彩 さん
［傍　示］  板谷　崇史 さん
［勝浦町］  樫本　知美 さん

eisakunitsuite/bunya/

両立支援等助成金　厚生労働省 検索

  《改正のポイント》
改正前 改正後

・半日単位での取得が可能
・１日の所定労働時間が４時間
以下の労働者は取得できない

・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

  《両立支援等助成金について》
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生活発表会（彩保育園）

彩山植栽

2/15

2/15

徳島大学
タウンミーテイング2/22

　新型コロナウイルスの影響で、町内でもたくさんの行事が中止になりまし
た。（同時に報告記事もなくなりました。）また、全国の中学校・小学校も
来賓や在校生もいない、とても淋しい卒業式になりました。（一生に一度の
ことなのに、かわいそうだな。）と思いながらテレビのニュースを見ていたら、
一人の女生徒が「淋しいですが、こんな状況の中にも関わらず、私たちの
ために卒業式をしていただき、とても感謝しています。」とインタビューに答
えていました。その言葉が心の奥深くまで届き、強く印象に残っています。
　令和元年度はこの４月号で終了です。年度が替わるのに伴い、この度、
広報担当も変更になります。慣れない編集作業に悪戦苦闘しながらも、町内、
四季折々の行事にたくさんお邪魔させていただき、楽しい２年間でした。
　広報取材を通じて出逢った皆さん、読んでいただいた皆さん、本当にあり
がとうございました。 （赤根）　

編 集 後 記

　上勝町の皆さん、はじめまして！早
いもので移住してすでに１年が過ぎま
した。上勝町で出会う皆さんに助けら
れ、支えられ、家族４人毎日楽しく過
ごしています。私は上勝町内のビール
屋「RISE &WIN」のお店にいますので、
ぜひ気軽に遊びに来てください♬主人
はカミカツビールのＰＲ担当をしてい
ます。息子たちは彩保育園に毎日元
気に通っていて、わんぱく盛りです！
　これからもどうぞよろしくお願い致し
ます。

合奏「おんまはみんな」合奏「おんまはみんな」

合奏「かえるの合唱」合奏「かえるの合唱」

合奏「ミッキーマウスマーチ」合奏「ミッキーマウスマーチ」 楽しかった１年間を絵に描いて発表楽しかった１年間を絵に描いて発表 劇「ねずみの嫁入り」劇「ねずみの嫁入り」

午前の作業終了後に午前の作業終了後に 梅の苗木を植栽中梅の苗木を植栽中

「これからの上勝町の景観と棚田地域」に
ついて話す花本町長

池 添 亜 希
◆メッセージ

いけ ぞえ あ き


